
 

 

 

 

 

 
 
 

最近、マスコミ報道で相次ぐ医師の過労自死が報道されています。 

2024年4月からは勤務医の時間外労働の上限規定が一般産業から５年遅れ

で適応されます。しかし、その休日や時間外労働の上限は「年間 960 時間」

「月間 100 時間」と過労死ラインそのもので長時間労働の改善には程遠い水

準です。さらに地域の医療供給体制を維持するため、やむを得ず上限を超える

場合は「年間 1860 時間」、１か月平均で 155 時間の水準も示されています。

国の検討会が 2019 年にまとめた報告書では、日本の医療について「医師の自己犠牲的な長時間労働によっ

て支えられている」と指摘されています。 同じく 2019 年に厚生労働省の研究班が行った「医師の勤務実

態調査」では、時間外・休日労働について、病院の勤務医の 4 割が「過労死ライン」とされる年間 960 時間

を超え、さらにおよそ１割は年間 1860 時間を超えていました。 

2022年の勤務医労働実態調査（医師ユニオンなど）で「1ヶ月に１日も休みがない5.1％」「１日だけ4.4％」

さらに「健康である」としたのは 47.1％で 2017 年の調査から 10 ポイントも悪化しています。また、20 代

の 14％が日常的に死や自殺について考えている、また専攻医の 24.1％はうつ傾向があると、深刻な実態が

報告されています。今回の過労死ラインを容認した「医師の働き方改革」では根本的な改善にはなりません。 

 

神戸市東灘区の「甲南医療センター」に勤務し、昨年の５月に自死した 26 歳の「専攻医」の労働実態は、

自死した直前の１か月の時間外労働は 207 時間 50 分、およそ３か月間１日の休みもなく極度の長時間労働

でうつ病を発症し自死したと、2023 年６月に西宮労働基準監督署は労働災害と認定しました。 

 労災が認定されているのも関わらず、病院側は「自殺の原因はわからない」「過重な労働をさせていたとい

う認識はない」「出勤していた時間がすべて労働時間ではなく、自己研鑽や休憩も含まれている」などと労働

法制を無視した自分勝手の主張を行っています。また病院職員への説明で病院長は、被災者医師の仕事が「他

の医師と比べて業務量が多かったわけではない」と発言していることから、適正な時間管理を行えば多くの

医師が過労死ラインを超えるような長時間労働を行い、残業代不払いも横行していると考えられます。 

 さらに、この問題を巡って原因調査の第三者委員会を設置しながら、遺族に開示せず、報告書に「職員の

プライバシーが含まれる」ため、第三者に公表しないことを条件に遺族に開示するとしましたが、ご遺族は

「当初から、社会に公表できる調査結果の作成をお願いしていた」と反論されています。 

 また、遺族らは 2022 年 12 月、病院の運営法人などを違法な長時間労働をさせた労働基準法違反容疑で西

宮労働基準監督署に刑事告訴されましたが、なかなか進展しないために 2023 年８月には、早急な捜査を求

めて労基署を所管する厚生労働省に嘆願書を提出されました。 
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今回の過労自死事件で、医師の働き方改革を前に異常な専攻医の労働実態が明らかになっています。 

医療界は地域医療を守るということで、できるだけ医療機関に罰則を与えないように柔軟な対応を求めてき

たが、このことが違法なことを行っても罰則を受けることはないというモラルハザードを誘導したようにも

思われます。  日本医師会会長の松本吉郎氏は、９月６日に定期記者会見の冒頭、甲南医療センターの専

攻医が過労自死した件に触れ「大変重く受け止めている」と発言しました。勤務医の就労環境が背景にあっ

たとも見方を示し、二度と同様な不幸が起きないように最優先で取り組んでいることを表明し、個人を悼み、

お悔やみの言葉を述べています。さらに原因は様々なことが考えられますが、若手医師、そして勤務医の就

労環境が背景にあったことは紛れもない事実であり、その改善のためには労働時間の正確な管理など過重労

働の改善、長時間労働者への面接指導などの取り組みがしっかりできていれば、このような事態が防げたの

かもしれないと発言しました。 

 

 

 厚労省が 1983 年に「医療費の増大が国を亡ぼす」と大宣伝を行い、医師数抑制が強力に進められ目に見

えて医師の労働条件が悪くなり、医師の過労死などが発生しました。2008 年に医学部の定員を少し増やしま

したがそれ以来 15 年間医師養成数は増えていません。働き方改革を有効にするためには、国の責任で医師増

員のための政策を実施することが必須の条件と考えられます。  

 当面の問題としては、宿日直許可の総点検を行い実態と異なる場合は取り消しなどを行うことが必要です。 

労働時間の管理もせずそのための残業代も払わないような病院経営は論外です。まじめに働き改革に取り組

んで病院が赤字にならないような手当てが必要ですし、診療報酬の上乗せも必要です。 

 

 住友精密工業㈱尼崎本社から 2019 年 10 月に滋賀工場に転勤し、長時間労働によ

り精神疾患を発症、2021 年 4 月に自死された被災者（享年 29 歳）のご遺族と支援

者が労災認定を求め、9 月 2 日支援の会を結成しました。 

 

代理人の岩城弁護士は、転勤により被災者の仕事が繁忙化し、複雑化した不適合品

（不合格品）の特別採用の仕事や増加するトラブルの対応など、2021 年 2 月 1 日か

ら 3 月 2 日まで最大 113 時間の長時間労働などの過酷な労働実態を示し、自死直前

に精神疾患を発症したと考えると指摘し、被災者が「自分には能力が無くて、家族に恩返しが出来なくて…、

ごめんなさい」と自分を責めてつづった遺書は正常な精神状態では書けない痛ましいものだとしました。そ

して、ご遺族を激励し労災認定を求める署名活動や労基署への働きかけ、世論に訴え、世論を変えて行き再

発防止につなげる支援の会の役割を訴えました。 

 

被災者のご遺族は、尼崎本社総務部長の「従業員の 30％がうつ病で、私一人ではそれらに対応できない」

と、労働者への安全配慮義務を全く自覚していない耳を疑う発言や、時間外労働では処理出来ない仕事を自

宅に持ち帰る事を会社が許可し、睡眠時間も取れなかった状況を報告。「息子が亡くなった事が未だに受け入

れることができず悲しみの毎日を送っている」、しかし一部の人たちからは「自死は恥ずかしいもの、隠すも

の」「よくそんなに笑えるな」と心無い言葉を受けながらも、勇気を出し支援者の前に立つ決意をされ「息子

は自ら進んで選んだ会社に裏切られた。そのくやしい思いを晴らし、次世代を生きる若者達が会社に殺され

るような社会にしたくない。自死する人たちが泣寝入りしないためにも息子の労災認定を絶対に勝ちとりた

い、そのためには皆さんの大きな力が必要です。力を貸して下さい」と訴えました。 

「これから家庭を持ち、子育てを楽しむというごく平凡な日常さえも奪われてしまった」最後に無念の思い

を言葉にされました。 

 
 

住友精密過労自死遺族を激励し、労災認定を求める支援の会を結成 


